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要約

本研究では家庭的保育の質の担保と向上を目的として、昨年度より評価システムのあり方について検討を

進めているが、昨年度作成した家庭的保育で最低限行われていることが期待される 68の評価項目を家庭的保

育支援者などの外部者が活用できるかを検証することを目的に、アンケート並びに現場での試用、ヒアリン

グ‘調査を行った。その結果、評価内容についてはおおむね適切であり、期待される効果も得られるとの評価

を受けたが、同時に各自治体の家庭的保育の現状に見合う内容に改訂して使う必要性も示唆された。また、

家庭的保育事業の法定化まで、および法定化後の同事業の動向を整理した。さらには、 2007年度より導入さ

れた保育所実描型の家庭的保育事業について訪問実態調査を実施し、その特徴を把握した。
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I 研究の背景と目的

本研究は、保育者の居宅等で主として 3歳未満の児童

を対象に小規模で行われる家庭的保育に焦点をあて、家

庭的保育のあり方を検討することを目的として実施する

研究の5年目である。本研究においては、初年度 1)に全

国の人口 10万人以上の区市を対象とする、家庭的保育の

実塩状況および今桂の取り組みに関する質問紙調査の実

施、 2年度 2)fこは先行研究レビュー、実施自治体より収

集した資料分析、自治体を対象とした研修に関する質問

紙調査並びにヒアリング調査などの結果について研究班

で討議を重ね、『家庭的保育のあり方に闘する報告』とし

てまとめた。 3年度 3H)は家庭的保育の研修体系を構築

すると共に、研修実施の課題をまとめた。 4年度 5)は家

庭的保育事業の保育の質が担保するために必要と考えら

れる評価項目 (4分類 68項目)を作成し、質問紙調査に

より家庭的保育者の自己評価ツールとしての使用の可能

性を検証した。

昨年度の本研究で作成した評価項目は自己評価ツー

ルとしての使用は可能であり、有効であると判断された

ものの、それらは家庭的保育者の自己評価に過ぎず、必

ずしも客観的なー副固と合致するとは考えにくい。また、

自己評価が「改善が必要」や「できていなしリであった

場合の助言・指導なども行われる倣Eみが必要となる。

そのため、家庭的保育支援者や各自治体が独自に配置す

る巡回指導者などが外部評価のツールとして本評価項目

を使用することが可能かどうかの検証も必要になる。本

年度研究では、家庭的保育における評価システムについ

て継続的に検討することを目的のーっとした。

家庭的保育事業は 2008年改正児童福祉法により法定

化が決まり、 2010年4月より施行されている。法定化に

至る検討では、従来より行われてきた個人実施型の家庭

的保育を;念頭に検討が進められたが、待楓尼童解消とい

う命題のもと、家庭的保育事業を家庭的保育者の居宅を

中心として行う保育から、居宅以外の場所を借り上げて

実施できる保育へと拡大し、また、家庭的保育者と保育

補助者との複数体制で子ども 5人までを対象とする少人

数保育から、複数の家庭的保育者が共同で実施する形瞳

や、 NPO法人等の事業者が家庭的保育者を雇用して実施

する形躍が試行された。本年度研究においてはこれらの

動向を整理するとともに、国庫補助事業として 2006年度

より導入されている保育所実施型の家庭的保育事業につ

いて実龍を把握し、今後の家庭的保育事業のあり方につ

いて検討することとした。

E 研究の方法

1 家庭的保育の評価項目の検証

昨年度、本研究珪で作成した家庭的保育の評価項目(以

下、評{面チェツクシート)を外部評価のツールとして使用
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することが可能かどうかを検証することを目的として以

下の調査を実施した。

(1)一次調査

調査方法:郵送による質問紙調査「家庭的保育の評価に

閲するアンケート」を実施

対象:家庭的保育(国事業、地方単独事業とも含む)を実

施して 1年以上が経過する市町村77か所

時期:平成21年 8月

調査内容 :CD家庭的保育支援員や巡回指導員の有無、@

保育内容や環境、保育者としての資質を評価する取り組

み、@本調査(およびZ次調査)への協力の可否、@評価

項目への感想

(2)二次調査

調査方法:研究班で作成した評価項目を家庭的保育支援

者または訪問指導員(または、家庭的保育者)が使用した

上で、こちらで用意したレポートに記入してもらったo

対象:一次調査で協力を申し出た8自治体

時期:平成21年 9--11月

調査内容 :CD評価チェツクシートを使用する効果、@評

価チェツクシートを使用する上での課題や改善点、@そ

の他、気づいた点、@評価項目のうち、わかりにくい表

現や項目への指摘

(3)三次調査

調査方法:聞き取り調査

対象:二次調査に協力を得た自治体のうち、 3自治体の

担当者

時期:平成22年 2-3月

調査内容 :CD自治体における家庭的保育の状況、@家庭

的保育者に対する訪問指導・助言、評価の実施状祝など頻

度・内容等、@本研究班で作成した評価シートに対する意

見や改善点、@家庭的保育者への支援体制における取組

や課題、曲家庭的保育施行後の課題、今後の家庭的保育

のあり方に聞する意見

2 家庭的保育事業の動向

家庭的保育事業の法定化が決まって以降の家庭的保育

事業の変遷について、通知や文献を基にその動向をまと

めた。

3 保育所実施型家庭的保育事業の訪問実態調査

調査方法:訪問による実施保育所長への聞き取り調査及

び見学

対象 :3市で実施される保育所実施型家庭的保育7か所

時期:平成23年 1月--2月

調査内容 :CD実施場所の見学、@実施保育所並びに家庭

的保育の概況、@保育環境、@保育所が家庭的保育を実

施する意義・位置づけ、実施保育所との連携、@今後の

家庭的保育への展望等。

4 倫理的配慮

質問紙の送付にあたっては、協力依頼状により本調査

の趣旨を説明し、結果については統計的処理を行い、自

1台体並びに個人情報に聞して迷惑をかけることのないよ



庄司他:家庭的保育のあり方に閲する調査研究(5) 

うllie.慮することを説明した。また、聞き取り調査に関し

ては、調査結果をまとめたうえで事実関係に間違いがな

いか調査協力者の確認を取ったo

E 結果と考察

1 家庭的保育の評価項目の検証

(1)一次調査

軍庭的保育の評価に関するアンケートの結果

1)回収率

対象とした 77か所の市町村のうち、 52か所から回答

を得、未実施あるいは該当者なしの 2か所を除いた 50

か所からの回答を有効回答とした(有効回収率64.時)。

2)家庭的保育支援者や巡回指導員の有無

家庭的保育の現場を訪問し、保育内容、保育環境、安

全対策、子どもの発達等についての相龍に応じ、助言・

指導を行う職員がいる市町村i士、 32件 (64.叩}であった。

そのうち、家庭的保育支援者(または員)と職名がついて

いるのは4件に過ぎず、家庭福祉員巡回指導員や保育ア

ドパイザー、巡回相談員などの名称や、職名としての名

称よりも、再任用職員、嘱託などの契約上の立場を示す

職名が記入される方が多かった。職種には護教の職種が

記入されたが、保育士が最も多く 23件、保育士以外では

保障師または看護師、助産師6件、栄養士5件なども記

入されていた。人数は1人が 10件、 2人が 7件、 3人が

5件など少人数のところが多いが、最大 17人までの記入

があった。

巡回訪問の頻度については、 1か月間に l回以上、 1-

2 回、 2~3 回、 4~5 固など月単位の回数を図書したもの

が 13件 (40.6幼、年に Z回以上6回程度までの回数が記

入されたものが 12件 (37.5則、年1回が4件(12.珂)

となっていた。訪問の頗度には聞きが見られたが、頗度

が高い地域は国事業を導入していた。

3)自治体における評価システムの有無

家庭的保育の保育内容や環境、保育者としての資質等

を評価する取り組みについては、橿数回答で回答を求め

たところ、「とくに行っていなしリと回答した 19件

(38.0覧)以外には何らかの取り組みが見られた。その中で

も、「助言・指導を行っている」が最も多く 27件 (54.0覧)

で、次いで「監査指導を行っているJが 12件 (24.0覧)で

あった。また、「家庭的保育支援者、巡回指導員、連携保

育所等が使用する評価シートを用意している」は 6件、

「自己評価シートを用意している」は2件であった。

4)本研究盟作成の評価チエツクシートへの意見

30か所の自治体が評価チェツクシートを見て、項目数、

項目の内容、項目の表現について回答を寄せた。

まず、項目数(68項目)については、「適量」が 17件

(56.7則、「やや多L、」が6か所(20.0別、「多すぎる」が

2か所(6.7首)であった。

次に、項目の内容については、「適切」が 18件 (60.。則、
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Iやや高しりが 6件(20.0粉、「基準が高すぎる」が 1件

(3.3弘)であったo

最後に項目の表現については、「適切jが 16件 (53.3弘)、

「やや難しい」が8件(26.7則、「難しすぎる」がl件 (3.部)

でもあった。

いずれも適量または適切とする意見が多かったが、教

が多すぎることや、基準が高い、表現が難しいなどの意

見が 2.5割から 3割程度見られた。

(目二次調査

担当者による評価チェツクシートの試用

1)協力自治体における協力の概要

8自治体から協力の申し出があり、結果の送付があっ

たのは6自治体であった(表 1)。

表 1 協力自治体における協力の概要

地域 事種別業
担当者

持者数
方法

職名

保育者、実施者共に使用。

家庭的 照らせ合わせはしないが、
国事

保育支 4人 実施方法で評価が異なる点
業 を確認。配布後2週間で回

北海
援者 収B 一人の評価に要した時

道東北
間40分

家庭的

国事
保育支 実施者のみがチェックシ」

業
援者、 2名 トを使用。一人の評価に要
連携保 した時間 1時間程度。

育所長

地方
家庭福 2配5人布 保育者のみがチ:r.:>"クシー

単独
祉員担 23人 トを使用。説明文を添えて
当 回収 郵送後、 1i週間で回収

保育ア 保育者・実施者共に使用。
関東 地方

ドパイ 3人 照らせ合わせはしないが‘
単独 実施者の方で評価が異なる

ザー 点を確認

国事
家庭的保育者のみがチ:r.:>"

業
主査 6人 クシートを使用。研修時に

阻布し、回答。

保照実点施育をら者せ者確30合乱一の・分実わ方人配施せでの者評布詩ば共価後価しに使用.国事
家庭的 ないが、

関西
業

保育担 l人
回時収間 がに1異坦要測なしでたる当

2)評価チェツクシートを慣用することの効果について

あらかじめ効果の例として、以下を提示した。

1.保育者ができていない部分について、保育者の気づ

きを促す

2.保育者が気づいてないことへの助言・指導する機会

が得られる

3.保育者自身が、今後保育を改善し、質を向上させる

4.家庭的保育者に何が求められているか、その基準を

示すことができる

5.保育者が努力している部分に気づき、認めることが

できる

6.保育者と保育内容について、話をする機会ができる

その結果、以下のような意見があげられた。
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〈保育者にとっての劫果〉

・保育者が自分を掘り返り、保育の質の向上につながる。

・保育者に求められているものに気づき、意識の持ち方

が遣ってくる。

・基本的な保育に閲する考え方を再確認することができ

た。

く支撞者ー巡回指導者にとっての効果〉

・例として記された6項目の効果が得られた0

.保育者の日1援の実態がある程度把握できた0

.保育者の求めているものがわかった。

-支援体制のあり方について見直す桔会となった。

-保育者の意識や努力していることなどに気づくことが

でき、認めたり誉めたりすることができる。

・保育者・市担当者が点検しやすく、掘り返り、改善・

指導できる槽会が得られ、保育の質の向上につながる。

特に、「保育者が努力していることに気づき、認める

ことができる」点については複数の指摘が見られた。

3)評価チエツクシートを使用する上での課題や改善点に

ついて

具体的に、評価チェツクシートへの書き込みも含めて、

様々な意見があげられた。ここでは一次調査結果(記入の

あった2か冊)と二次調査結果(6か所)をまとめて記述し

ていく。

評価チェツクシートには、 A(保育者にここまで求め

ていないと思う項目、 B (外部者が判断しにくいと思う

項目、 c(判断の基準が困難と思う項目)の記を付ける

ように依頼した。結果は以下のとおりである。

①保育者にここまで求めていないと思う項目 (A)

教は多くないが、以下の項目があげられた。保育君主念

のうち、 rl，家庭的保育に聞する規定や関係法令は、少

なくとも 1年に 1囲内容を確認し、遵守しているJ(1か

所)、 E 子どもの発達援助 2.保育の計画及ひ評価の

うち、 f1 それぞれの年齢にあった指導計画を作成して

いるJ(1か所)、 3.健康と安全(1)子どもの健康支聾の

うち、「⑤子どもの憧康状況について、医療機関などに相

談や連携ができる体制が取られているJ(1か所)、 (2)環

境・衛生・安全の管理のうち、 r@緊急時の避難訓練を定

期的に実施し、その記鎮を保存しているJ(1か所)、

E 保護者に対する支援のうち、 r2.子育て・子育て支

援に閲する情報の収集および提供Jのうち、 r@子ども虐

待について、保護者に知識や聞保機関についての情報を

提供できるように心がけているJ(1か所)、 W 保育を

支える組織的基盤 1.研修の受講や専門性向上の努力に

ついてのうち、 r@(保育士資格を保有しない場合)保育士

資格取得を目指して勉強しているJ(2か所)、 3.支援体

制づくりのうち、「①自治体等の巡回指導や相談の機会を

積極的に活用しているJ(Iか所) である。

昨年度研究の結果では、保育者の自己百科面でも計画や

記録がB評価(やっているが、改善が必要)やC~引面(で

きていない、または、やっていなL、)となる割合が他の
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項目と比較して高かったが、支援者・巡回指導者側にも

「そこまではやらなくてもよしリあるいは「難しいので

はないかJという見解があることがわかった。

また、保育士資格取得については、言外に目指すべき

ものとして位置付けられているのではないかとの指摘が

あった。その他については、医療機関との連携など個人

で整備することが難しいとの指摘もあった。

②外部者が判断しにくいと思う項目 (8)

前述のここまでは求めていないと思う項目よりも多く

に書き込みが見られた。そのうちの多くは、一つの項目

で聞いていることが大きすぎて、何のことを聞いている

のかとらえにくい、それよりも、より細分化されたチェ

ック項目{イメージしやすしすがある方が一つ一つ照らし

合わせて確認しやすいことへの指摘である。倒えば、子

どもの人権への配慮や子どもの人格を尊重しているとし、

う項目や(1保育現念 2)、E 子どもの発達援助の 3.

憧康と安全などの項目について、そのような意見があ

げられた。

具体的には、保館衛生、健康・安全に閲するマニュア

ルが自治体により整備されている場合は、まずは「どう

すればよし、かJrどうしなければならなし、か」があって、

それができているか否かを点検し、できていない場合に

改善していきやすいということも指摘されている。また、

他には、家庭的保育の基礎研修テキスト「家庭的保育の

基本と実践J刊のような参考図書を示し、保育者がそれ

と照らしながら図書したことが記入されていた。

さらには、対象年齢を分けて記入できるようにするな

ど項目の細分化を求める意見があげられたと同時に、外

から見ただけではわからない項目があることへの指摘も

あった。

@判断の基準が困難と思う項目 (C)

この項目については教は多くなし、がいくつかに指摘が

あったo その内容は@の内容と重なり、何をどこまで、

あるいは類似の場面をどうとらえるか、該当しない場合

が多く無回答が多いなどの指摘であった。

その他では、評価の表現としてあげた「できている」

(A評価)については、完結したように感じられるが、

保育内容・保育への対応は「している」が必ずしも「で

きているJとは限らず、常々反省するということもある

ので、「しているJの方が良いのではないかという意見が

あった。また、「できていなしリと「やっていなし刊の区

別や示す内容が理解しにくいとし、う指摘もあった。

一方で、見ただけではわからないことを質問したこと

により、保育の状況が見えてきたことがあることへの指

摘や、保育者だけでなく、支援者側にも支援体制のあり

方を振り返る機会になったとの意見もあげられた。

(3)一次調査、二次調査のまとめ

家庭的保育評価項目の検証について

まず、基本的な評価の前揖として、評価を受ける(ある
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いは自己評価する)家庭的保育者が家庭的保育者として

何をすべきか、何に拠って保育をするのかということが

共通に理解されている、あるいは、共通に求められてい

ることが必要となるが、現状の家庭的保育の場合はその

部分がそうはなっていないのが現実である。

現段階では国の基準と地方単組事業の実施基準には事

離があることに加え、地方鞘虫事業についてはそれぞれ

の地域ごとに全く異なるという実瞳がある。さらには、

家庭的保育者の資格要件として、保育士に限定されてい

る自治体とそうではない自治体、国のガイドラインに沿

った基礎研修や現任研修を実施している自拍体や継続的

に研修を実施している自治体とそうではない自拍体など、

そもそもの出発地点が異なる場合が多い。

現に本調査の中でも、保育所経験のある保育士ならで

きるかもしれないが、保育土ではない保育者にここまで

求めるのは難しいということも多々指摘された。国の実

施基準やガイドラインでは家庭的保育の保育内容は保育

所保育指針に準ずると示されており、それが保育の拠り

所のーっとなると考えられるが、とりわけ改訂保育所保

育指針になじみのない家庭的保育者の存在もある。

そのような状況の中で、法定化により最終的に目指す

べき家躍的保育の標準形は設定されたと考えられるが、

そこに至る過程がそれぞれの自治体で異なる現状では、

本研究班で作成した評価項目を統ーされたものとして同

時に活用するよりも、それぞれの自治体における家庭的

保育事業のありように見合う評価項目に手直ししたうえ

で括用していくことがより効果的である可能性がある。

また、項目を細分化した方がそれぞれの状況にあわせ

た評価がしやすくなることは当然であるが、項目数が膨

大になることから、本研究班では最低限度必要と考えら

れる項目や類倒する場面の一つを取り上げてそれを評価

項目とするような取り上げ方をした。自拍体での活用に

おいては、一度に全項目についてチェックするやり方が

ある一方で、各領域ごとに細分化したものを年度ごとに

活用する方法もあると考えられる。その眠、研修や伝達

により、保育者には何をすることが求められているかが

伝わり、すなわち、評価項目にあげられている内容が理

解できている前提で、その実践をした上で、評価チェツ

クシートを用いて確認していくことが求められ、その活

用語も併せて、伝えていく必要もあると考えられる。

今回の調査結果をもとに、本研究班で作成した評価項

目に訂正を加えたものを最終版とし(巻末表2)、それを

もとに各自治体(あるいは保育者自身)が適切な改訂をく

わえながら、使いやすいものとすることが期待される。

(4)三次調査

自治体への聞き取り調査の結果

評価項目に関する調査に協力が得られた 3自治体を取

り上げ、訪問支援・指導、評価システムなどについての

詳細なヒアリングを行い、保育者支援の実態と方法、法
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定化後の家庭的保育事業の課題等について意見を聴取し

た。対象としたのはいずれも関東にある自治体である。

2008年度より国庫補助の家庭的保育事業に「必要に応

じ育児・保育に閲する技術的な支援等を行う者」として

「家庭的保育支援者」が配置された。当初は連携保育所

等に配置されることが担定されたが、現患では行政担当

課に臣置されている自治体もある。家庭的保育者の支援

を行うために、家庭的保育の実施場所を訪問し、必要な

助言指導を行うことや、代替保育を行うことが期待され

ている。保育開始後には、子どもを置いて出ることがで

きなくなる家庭的保育者に対してアウトリーチ型の支撞

を提供するものとして期待されているo

家庭的保育支援者の配置は、家庭的保育に必要なのは

問題なく保育が行われているかどうかの監査や監督、で

きていないことを見つけて助言指導するのみならず、家

庭的保育者に寄り添いながら、家庭的保育者が必要とす

る支接(伊lえば、保育を始めたばかりの保育者が慣れる

まで一緒に保育にあたる時聞を設けたり、子どもとの遊

びを一緒にしたり、子どもの様子を見るなど)を提供す

ることにつながったといえる。 (1)の結果でも見られたよ

うに、家庭的保育支聾者という職名で勤務する者はまだ

少ないが、他の業務と兼務しながら、家庭的保育の支援

者としての役割を担う担当者は増えてきていると考えら

れる。

以下に、それぞれの自治体の取り組みの特徴を事例と

してあげる。

1)自治体A(東京特別区・地方単独事業)

①訪問指導・支援の様子

家庭的保育者26名に対し、元保育士の担当者が課に 3

人おり、 2人一組で年3回訪問している。訪問時聞は約

30分、居宅の中の様子を見、連絡帳、弁当の保管状況な

どを確認するほか、保育者から話を聞いている。その結

果、気になる状況がある場合は、個別に返すのではなく、

全員に文書で返すようにしている。また、注意喚起や要

望を伝えるだけではなく、良いところを見つけてほめる

ことも心がけてし、る。

家庭的保育を始めたばかりゃ、気がかりな保育者のと

ころには何度も職員が出向いている。具体的な指導の内

容は、部屋の整理整頓、子どもの発達、遊びの時聞の確

保・拡大、保謹者対応などであるが、このような訪問の

形を、訪問型の研修と位置付けることができないかと考

えている。

大抵の家庭的保育者は月始めに補助金の申請に役所に

来るので、担当者と話をする機会が持てる。また、日誌

をチェックしフィードパックするようにしている。

@法定化後の課題

東京都が閏の基準にそろえていくことを表明したのに

伴い、区でも固の事業に乗せていくためのプロジェクト

チームを作り、課題を挽い出したうえで制度改革を進め
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ていこうとしている。連携保育所を民間に広げていくこ

とや、代替保育の受け入れも課題のーっとなっている。

都が基礎研修を実掘しているが、まだ全員受講してい

ない。区独自の研修が年2-3回あり、他に保育者の会で

自主的に研修にも取り組んでいる。

2)自治体B (国事業・地方単独事業併用)

①訪問指導・支援の様子

保育者25人に対し、支援員が4名いる。訪問の頗度は

個々の保育者の状況により異なり、必要な時に必要なだ

け訪問することが可能となっている。訪問し、実際に保

育の中で子どもともかかわりながら、一緒に考えていく

やり方をしている。保育者と支援員の関係ができてくる

と、本音を話してくれるようになる。

支援員同士の話し合いを週 1回持つようにし、保育者

からの相談内容への対応なども話し合ったうえで返すこ

ともある。保育者個人の資質やパーソナリティにあわせ

てアドバイスするようにしている。

@評価システム

支援員が評価をするためのチェツクシートがあり、毎

回の訪問記録を残し、次の訪問に生かしている。保育者

が記錯する報告書を用意し、その内容を連携保育園の園

長がチェックする仕組みを作っている。

また、年2回支援員が集まり、研修への参加姿勢持IJ

用者の評価も含めて、保育者の評価をしている。

@法定化後の課題

現任研修を実施したことで、保育者のプロ意識が出、

仕事への詩りが持てるようになったo 改めて学べること

を楽しいと感じ、その成果を実感できている。

一方で、認定研修を自治体が狙自に行うのは負担が大

きいため、固か県が研修を運営してほしいと考えている。

家庭的保育の定義自体が揺らいでいるが、小規模保育

は家庭的保育とは切り離し、独自の定義が必要である。

3)自治体c(国事業)

①訪問指導・支援の様子

保育者8名に対し、支援者である市役所保育課の保育

士 l人が対応している。家庭的保育者は全員保育士経験

がある。支援者は月 I回程度、家庭的保育者の居宅を訪

問し、支援者が子どもと遊ぶ聾を見せることにより、楽

しく保育ができるように、保育者の個性を大切にしなが

ら、意欲につながるように支援したいと考えている。

2か月に一度研修を実施しており、現直は基礎研修の

内容をテキストに沿って行っている。家庭的保育への認

知を高めることを目的に連携している公立保育所の所長、

副所長も研修に参加している。

@法定化笹の課題

家庭的保育者は市民に「認めてもらいたいJr知って

もらいたしリとし守意識が強いと感じているので、賓の

高い保育をしていることを様々な方法で広めていきたい
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と考えている。また、家庭的保育者をより丁寧に支援で

きる体制があるとよい。家庭的保育者の個性を知った上

で支援するためには、支援者が人事異動により任期が短

期聞のこともあるため、支援者と家庭的保育者の聞に、

連携している公立保育所の所長、副所長が入り、フォロ

ーする役割になれるようにしていきたいと考えている。

2 家庭的保育事業の動向

先述したように本研究証では平成 19(2007)年度の研

究 2)において、「家庭的保育のあり方についての研究Jと

して家庭的保育の現状と課題について報告をまとめた。

その中で、家庭的保育の普及・定着のための課題として、

(1)法的位置づけの明確化、 (2)実施基準等の整晴、 (3)

家庭的保育者への支援、 (4)人材の養成・確保、 (5)安定

的財源の確保、 (6)社会的PRの強化を指摘した。それら

は続く法定化への検討の中で課題解消の方策が実現され

たものも多いが、逆に規制緩和されたものも多い。本項

では、法定化までのプロセスとともに、法定化後の家庭

的保育事業の動向について整理することとする。

(1)法定化まで

家庭的保育事業は保育対策等促進事業の待機児童解消

事業のーっとして位置付けられており、法定化に先立ち

すでに対応がとられたこととして、先述の「家庭的保育

支援者」の配置(加08年度)に加え、家庭的保育者のな

り手が増えない要因とされてきた「家庭的保育者は、現

に養育する就学前児童又は介謹の必要な者がいないこ

むという家庭的保育者が養育する子どもに関する要件

が撤廃され、「家庭的保育者自身が介護を行うことを必要

とする同居親族等がいないことJに改められた(2009年)。

一方で、保育の場所は「保育者の居宅」に限定されて

いたが、保育所実施型の家庭的保育事業の導入に伴い、

「保育者の居宅又は賃貸アパート等家庭的保育を実施す

るのに適切と市町村が認めた場所」と拡大された (2007

年)。賃貸アパート等に聞しては、その後、「安心こども

基金J(2008年-20日年一括計上)において、「実撞場所

に係る改修事業、賃借料補助事業Jが含まれたことに加

え、 2009(平成21)年度第2次補正予算により、一定の

条件により基準額の増及び補助率の嵩上げが認められた。

さらに保育の実施場所に関連して、新成長戦略(平成22

年6月18日閣議決定)を受けた財務省の取組みの一環

として、未入居の国家公務員宿舎を一時的に家庭的保育

事業に活用することができることとなっている。

2008年 12月3目、改正児童福祉法が成立し、児童福

祉法における家庭的保育事業の法定化され、施行は2010

年4月1日となった。実撞基準やガイドラインを策定す

るための「家庭的保育の在り方に関する検討会J8) (座長:

庄司順一)が設置されたロ検討会ではとりわけ家庭的保育

者としての資格要件に関して、児童福祉法に「保育士J

またはJ保育士と同等の知識及び経験を有するものとし
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て市町村長が認める者」と規定された後者の内容をどう

規定するかに議論が集中した。家庭的保育事業は待概尼

童解消の速やかな解消という目的を持っており、それに

対応するためには、家庭的保育者へのなり手を増やすた

めに要件鰻和が必要とされてきた。結果としては、認定

研修(座学40時間+保育実習 48時間、 +20目的)を課

すことになったが、検討会報告書には今後の課題として、

以下のことが盛り込まれたが、現在まで特段の対応も検

討も行われていない。

「家庭的保育者の要件については、保育土資格を有し

ない者にも一定の研修を受講し、市町村長が適当と認め

たものは、家庭的保育者とすることとしている。

保育士資格を有しない家庭的保育者が、その知識や経

験を生かし、保育士資格の取得を奨励する方策を検討す

べきである。」

2000年に国庫補助事業として家庭的保育事業が創設

された時に、先行的に家庭的保育を実施してきた地方自

治体のうち国庫補助事業を導入した自治体はきわめて少

なかった。その理由として、保育者の資格要件が保育士

と看謹師に限定されていることや連携保育所の設置が困

難ということがあげられていた。今回の法定化にあたり、

資格要件は緩和されたが、それでも認定研修の実施や連

器保育所の設置が壁となり、国事業の導入が進んでいな

い実瞳がある。とりわけ都市部では、認可保育所が待機

児童対応などで人員超過になっている上に、地域子育て

支援などの役割も担っていることから、連携保育所とし

ての役割が期待できないため、認可保育所の最低基準を

満たす認可外保育施設が追加され (2009年)、さらに「新

成長戦略に向けた3段構えの経済対策J(2010年)におい

て、一定の条件を満たす幼稚園等についても連携機関の

対象とされた。

(2)法定化後 「家庭的保育』の定義の揺らぎ

家庭的保育は本来家庭的保育者の居宅を保育の実施場

所として、少人数(5人以下)の異年齢の子どもを対象に

長年実施されてきた。従前の国庫補助事業では、この5

人以下としづ人数にこだわり、それ以上の人数を対象と

する類倒事業を家庭的保育として認めなかった経緯があ

る。しかしながら、住宅事情のために開業したくても開

業ができない、あるいは、保育所実施型という新たな事

業類型が創設されたことにより、居宅外での保育が容認

されるようになったことと同時に、複数の家庭的保育者

が行う保育が家庭的保育事業として、広がりはじめた。

それらは地方単組事業、あるいはモデル事業として実

施されたが、徐々に家庭的保育事業の一類型として容認

されつつある。まずは、緊急雇用対策(2009年)において、

「附法人等を活用した家庭的保育の荷予的事業」が実

施されることとなり、家庭的保育のなり手不足を理由と

して、地域における NPO等を活用した家庭的保育事業を

試行的に実施し、家庭的保育者の増加を困り、家庭的保

育事業の推進を図るものとして実施されることとなり、
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一部の自治体がこれを導入した。

また、「子ども・子育てピジョン~子どもの笑顔があふ

れる社会のためにJ(2010年 1月間詰決定)では、施策の

具体的内容として、「家庭的保育の担い手の育成や環境整

備についての支援を充実し、その普及促進を図る」こと

が盛り込まれた。その要件としては、家庭的保育事業の

ガイドラインの内容に基づき実施すること、並びに、家

庭的保育者に対する相談、指導、または、代替保育等の

支援を行うため、連携する保育所を確保することが留意

事項として明記されている。

続いて、 2010年 6月に少子化社会対策会議で決定され

た「子ども・子育て新システムの基本制度案要綱」では、

家庭的保育事業は「小規模保育サービスj として類型化

された。その中に、保育者の居宅や居宅以外の賃貸スベ

ースを活用して行われる個人実施型の従来の家庭的保育

と、「複数の家庭的保育者により一体的に実施される、小

規模サービス」として、棲教の保育者と保育補助者が共

同のスペースを利用して行われるものが握示された。同

新システムについては、 2010年度中にワーキングチーム

で検討が進められたが、家庭的保育については基本制度

ワーキングチームの中で「多様な保育」の一環として検

討されている。 2011年3月現在、新システムについての

決定事項はない。

一方、待機児童の抜本的解消を促すことを目的に内閣

府に設置された固と自治体が一体的に取り組む待機児童

解消『先取り』プロジェクトJ(2010年 11月、待機児童

ゼロ特命チーム取りまとめ)の中で、「グループ型小規模

保育事業Jが検討され、 2011年度より、接散の家庭的保

育者が同ーの場所で実施する事業が創設された。

本事業は2010年現在待機児童が 10人以上いる自拍体

が実施できるものとされ、保育所から技術的な支援を受

けながら、家庭的保育者が少人数の乳幼児の保育を同ー

の建物において裡教で協力しながら実施することで、保

育サービスの供給を増やし、待機児童の解消を図ること

を目的とするもので、保育所実施型グループ保育と個人

実施型グループ保育の類型が設けられている。同ーの場

所で保育する家庭的保育者の教は3人までとされている

が、保育補助者がいる場合は子ども 5人まで認められ、

最大 15人の子どもを同じ場所で保育することが詔めら

れている。なお、前者には最低基準を満たす認可外保育

施設も含まれている。

家庭的保育者を雇用する NPO法人等に委託する事業は

個人実施型グループ保育に含まれ、連携保育所の支援を

受けることが規定されている。さらには、連携保育所に

ついては、「連携保育所を確保できない場合であっても、

市町村自らが家庭的保育者に対する支援体制を図る場合

については、本事業の対象とするJとされており、新た

な緩和が盛り込まれている。

名称の上では、家庭的保育事業とは区別されているが、

実際には、家庭的保育事業と閉じガイドラインに沿って
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行われるものである。

(3)処遇改善について

家庭的保育者の処遇についてもなり手を増やすうえ

で、課題の一つであったが、少しずつではあるが改善さ

れてきている。また、賠償責任保険料への補助が追加さ

れていることも保育者の安心につながるものである。さ

らには、 20日年度からは家庭的保育補助者の雇用費が加

算されることとなった。事故防止を目的として、先行的

に地方自拍体では加算されるところが増えてきてはいた

が、国で雇用費が認められたことがさらに補助者雇用費

を促進させるものと考えられる。

以上、家庭的保育事業の怯定化をめぐる動き、法定化

以降の流れについてまとめたが、法定化により研修や支

援体制が充実するなEの効果が見られたことと同時に、

家庭的保育の拡大解釈と考えられる動向もある。これら

の問題点や課題については、次年度の検討課題としたい。

3 保育所実施型家庭的保育事業の訪問実態調査の結果

保青所実施型の家庭的保育事業lま前述のように 2007

年度より保育対策等促進事業の一環として実施されてい

るが、これを実施する市町村は 2010年度現在全国で 5

か所である。認可保育所を運営する法人が家庭的保育者

を雇用し;実施するものであるが、訪問調査と聞き取り調

査を行った結果は以下のとおりである。

(1)自治体D (中鞍市)

2009年より家庭的保育事業をそデ、ル事業として導入

し、市内の 1法人で保育所実施型の家庭的保育事業を実

施してし唱。

く事例 1>

①環境

住宅地にあるマンションの l階部分にNPO法人が運営

する認可外保育室があり、その一酉を借り上げる形で、

2009年9月より実施ししている。入口、トイレは共有で、

圃庭も利用できる。入口は施錠されており、その聞錠l土

問0法人の職員が行っている。パーティションで認可外

保育施設のスペースと区切り、アコーデイオンカーテン

が保育室の出入り口となっている。空調を共有すること

と解約時に原状榎帰が求められることから、このような

構造となっているため、詔可外保育施設からは騒音が聞

こえる。家庭的保育事業のスベースはパーティションと

低い棚を使い3つのスペースに仕切られている。水回り

はこの空聞にはなく、保育補助者がまとめて認可外保育

と共同の場所で洗い物をする。

@保育内容

2011年 1月現在、 3人の家庭的保育者、 4人の保育補

助者が年齢別に子ども5人を3ユニットで保育してし唱。

週 6日、 7時から 19時まで聞所している。保育方針は実

施保育所と同じになっており、分固に近Lオ立置づけとな
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っている。結食や行事を含め、実施保育所と閉じ保育が

行われていることが利用する保護者を納得させるとのこ

とである。

年齢ごとのユエットになっており、それぞれが別の活

動を行っている。少人数であることから、子どもと保育

者が接する時聞を多く持てる。通路がないため、移動の

際にどこかの部屋を通らざるを得ないことが課題である。

全体の統括は寧庭的保育支援者が行っている。一日 2

回、実施保育所に給食を取りに行くため、実描保育所と

の連絡ができてし唱。給食は車で運び、酉E膳を保育室で

行う。使った食器はそのまま実施保育所に持ち帰るo ま

た、代替保育は家庭的保育支援者が行う。

@連携

実施保育所とは車で 10分程度の距離であり、子どもが

能歩で行ける距離ではない。平均して月 1回程度の交流

時には、タクシーを利用している。家庭的保育支援者を

介して実施保育所から指示や指導が出せるQ 実施保育所

と少し離れていることもあり、実施保育所への移行を必

ずしも全員の保護者が希望するわけではない。

@今後の家庭的保育

保育所分園は保育所と同様に基準が厳しいが、家庭的

保育は形が柔軟な制度で使いやすく、また、保護者のニ

ーズにも合わせていきやすい。現在は5人ずつユニy ト

を分けて憤っているが、必ずしも 5人を分ける必要はな

いと考えられており、 0歳は安全の確保のために仕切ら

れた部屋で保育するが、歩き始めた子どもは一緒に活動

ができるため、小さい部屋と広いスペースの両方がある

ようなことが望ましいと考えられている。

各ユニyトは担当者が責任を持っているが、保育室全

体に責任を持つりーダーの存在は必要である。現在は年

長者がリーダーとなり、また支援者が全体を見ている。

⑨考察

認可外保育施設の一画で行われているため、家庭的保

育の一つの特徴である静かな環境とはなりえていなかっ

たが、パーティションと棚を工夫して佳いながら、剖屋

を仕切り、それぞれが単独に活動を行っていることによ

り、担当の保育者2人と 5人の子どもたちの関係性がよ

り安定的かっ密接なものとなっているように見受けられ

た。その特徴が保育所での集団での保育と比較して、施

設長の言うところの「家庭の延長」に近い要素を残して

おり、広い活動スペースの中で数ユニットが一緒に活動

を行う形睡とは違いが出ているのではないかと考えられ

た。

(2)自治体E (政令指定都市)

個人実施型の家庭的保育が 19印年代より行われてい

たが、 2008年度より保育所実施型を導入し、 2010年 10

月現在、 12法人 13か所で実施されている。そのうちの2

法人に対して、訪問実揺調査を行った。

く事例2>
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①環境

準工業地域に建つテラスハウスの一軒を借り受け、床

暖房や子ども用のトイレの設置など建物の内部を大改造

して、 2010年 1月に開設された。玄関前のテラスには靴

箱と簡易施蛭付きの門扉が設けられている。保育室は子

どもの年齢別に2部屋設けられ、その間仕切りには透明

の資材を使って全体が見通せるようになっている。 0歳

児の部屋には午前睡や午睡ができるようにベピーベッド

を設置して、安全面での配慮もされている。部屋の奥に

キyチンがある。 1"'-'2寵児の部屋は側面に全員の持ち物

を収納する棚が設けられており、全員での活動スペース

としても活用されている。

@保育内容

2011年 l月現在、家庭的保育者2名と家庭的保育補助

者6名で 10名 (0歳児4名、 1歳児5名、 2歳児 1名)

の子どもたちを保育してL唱。土曜日は実施保育所での

保育となるが、月曜から金曜日は7:30"'-'18:30まで開室

して延長保育のニーズにも対応している。デイリープロ

グラムでは0歳児と 1"'-'2露児に分かれて活動する時間、

全員で活動する時間を設けている。家庭的保育が I家庭

的」という名のもとに単なる子どもの「預かりJとなっ

てはならないとの考えから、保育者の中でリーダーを決

めて、実撞保育所と同じ保育方針のもとに家底的保育補

助者も含めて話し合って子どもたちの保育を展開してい

る。また、実施保育所の家庭的保育支援者が中心となっ

て家庭的保育者からの相談に応じ、助言や指導などの支

援を行っている。

@連携

実施保育所は家庭保育室から 100メートノレ程の所にあ

り、子どもたちは瞳康診断明T事への参加だけでなく、

保育所の子どもたちとの空流、砂場や色々な玩具などで

遊ぶために歩いて行く。特に、 2揖児は複数の同年齢や

年上の子どもたちと交流して刺撤し合うこと、さらには

広い園庭で活動することも必要なので、実施保育所に行

くことが多い。給食やおやつは実施保育所から届けられ

るが、離乳食は家庭保育室のキッチンで作っている。

土曜日だけでなく、家庭保育室で保育をし難い際には、

実施保育所で代替保育を行う。

@課題

3歳児からの保育所への移行は今回、何とか実行でき

たが、次年度からは不明である。そこで、保謹者に保育

所への入所申請をするよう指導したものの申請は少なく、

3歳になるまで家庭保育室を利用するケースがほとんど

であり、保育所へのスムーズな移行が課題のーっとなっ

ている。

⑤考察

実施保育所長(家庭的保育支援者)は家庭的保育につ

いて、子どもたちゃ保護者と保育者の距離が保育所に比

べて近く、異年齢や月齢差の中で子どもたちが育ち合い、

そのことを保育者が感じられる点が魅力的だと言う。子
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どもたちゃ保護者と保育者の距離が近ければ近いだけ個

別対応も密になり、保育者の力量が問われることにもな

るだろう。同時に、実施保育所の協力・連携もより求め

られ、保育所の全職員が家庭保育室について理解を探め

ていく必要がある。

く事関3>

①環境

畑が点在する地域に建つマンションの一室を借り受

けて、 2008年8月に開設された。賃借のために室内の改

造ができないので元の構造のまま使用し、子どもたちが

生活する家により近い状睡である。危険箇所は発砲スチ

ローノレなどで覆い、工夫を躍らしている。ダイニングキ

yチンの他に、保育室として子どもの年齢別に 2部屋の

保育室がある。 0"'-'1歳児の部屋は広く、大きな窓もあっ

て自然光が入る。この部屋は、全員での活動スペースと

しても活用されている。 2最児の部屋は玄聞から入って

すぐの所で、 O"，-，}歳児の部屋と離れているため邪魔され

ずに集中して活動ができるスペースとなっている。 トイ

レは大人用サイズなので幼児用恒座、抗面台には踏み台

を置いて使用する。

③保育内容

20日年1月現在、家庭的保育者3名と家庭的保育楠助

者 3名で 10名 (0藷児3名、 1歳児3名、 2藷児4名)

の子どもたちの保育を行っている。週6日、 7:30"'-'}8: 30 

まで開室して延長保育のニーズにも対応する。保育者が

3名配置されているので、何かあっても対応でき、実施

保育所での代替保育瞳勢はとられていない。デイリープ

ログラムでは0"'-'1揖児と 2揖児に分かれて活動する時間、

全員で活動する時間を設けている。実施保育所と閉じ保

育方針で、保育者の中の一人をリーダーとして家庭的保

育補助者も含めて話し合いながら保育を展開し、実施保

育所の家庭的保育支援者が中心となって保育者の相談に

応じ、助言や指導などを行っている。

@連携

実施係育所は家庭保育室から子どもたちが歩いて 10

分弱の所にあり、瞳康診断ヰ有事への参加だけでなく、

園庭などを利用している。給食やおやつは、家庭的保育

者が保育所に取りに出向く。

@課題

実施保育所長(家庭的保育支援者)は家庭的保育室に

ついて、少人数保育のために保育者は子どもたちゃ保謹

者に対して個別対応が可能であり、子どもたちは異年齢

の交流の中で育ち合うが、同年齢の子どもたちとの世流

が必要なことも少なくなく、保育室の中だけでは少人数

での交流になると言う。実施保育所での交流瞳勢の整備

が必要であるが、まだ十分に整備されているとは言い難

く、課題の一つである。

⑤考察

家庭保育室と実施保育所との協力・連携態勢を整惜し
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ていくための前提として、保育所の全職員が家庭保育室

について状況を把握し、理解を探めていく必要がある。

そのために、合同での保育者研修や事例研究会の開催な

ども有効なのではないだろうか。

岡市では、実施保育所から 10分以内に設置するよう指

導しており、見学した上記の2か所も実施保育所に近く、

比較的日常的な連携が行われている。今後はより充実し

た連携態勢の構築が望まれる。保育形態としては、 5人

型2組の家庭的保育として2部屋用意されているが、実

躍は3最未満児 10人の保育であり、保育のりーダー役を

置いて年齢に応じた保育内容を工夫している。

(3)自治体F(東京特別巨)

個人実施型の家庭的保育が 1970年代より行われてい

るが、 2010年度から保育所実施型の寧庭的保育事業を導

入し、 l法人が6か所の保育室を運営している。

く事例4>

①環境・保育内容

実施保育所では、 2010年度から家庭的保育事業を実施

している。 6か所ある保育室は、いずれも区内の閑静な

住宅街にあり、それぞれ5人の子どもが家庭的保育者と

保育楠助者(各保育室に 1-2名)により、保育を受けてい

る。週日日 8:00-18:30開室しているが、土曜日は近隣

に配慮して、実施保育所で保育している。

今回見学した4つの保育室は、公園に隣接したマンシ

ョンの一階にあり、それぞれに家庭的保育者の名字を最

初につけて rooのおうち」と呼ばれている。見学にう

かがった日も、家庭的保育の子どもたちが公園で遊んで

いる聾が見られた。保育室同士は隣り合っており、各部

屋のベランダ部分にある非常用の仕切りを取り、保育者

も子どもも、ベランダを通って他の部屋と行き来するこ

とができるようになっている。

各保育室には2つの部屋(ひとつはフローリング、も

うひとつは畳)があり、乳児の睡眠・休息のためのスベ

ースや子どもたちの遊びの内容に応じたスペースの確保

など、各保育室でその時々の状況に合わせて住い分けて

いる。そのため、年齢に適した生活のリズム、活動の保

障ができている。保育室内には、子どもたちの尭達に合

った保育者の手作りのおもちゃや木のおもちゃがあり、

ぬくもりが感じられる。また、プロックやままごとがで

きる場所が用意されていたり、絵本を手にとって見るこ

とのできるコーナーがあったりと、子どもたちが落ち着

いて自分のしたい遊びができる環境が整えられている。

また、保育室ごとにキッチン・枕面所・トイレといった

水回りには柵や踏み台などが設置され、在籍する子ども

たちの発達に即した安全管理や生活習墳の自立を図るた

めの匝慮がなされている。

@連携
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保育室はいずれも、実施保育所から徒歩約四分、分

固からは徒歩約 5-日分の距離にある。年聞の行事は実施

保育所と一緒に実施しており、毎週一回実施保育所に行

って一緒に過ごす保育室もある。

なお、保育経験が 15年あり、主任レベノレの保育土1

名が、家庭的保育事業専任の支援者として配置されてい

る。各家庭的保育室を巡回して保育者の相談に応じたり、

保育士が欠勤して人数が足りない場合には補助に入るな

ど、精神面・実務面の両面において保育者を支える存在

である。

@特徴

家庭的保育室の特徴は、ひとつの保育室で少人数の子

どもを保育できることから、子どもが環境に世れるのが

早いことである。家庭的保育者も、ひとりひとりの子ど

もをしっかりと受け止め応答的なかかわりができる。こ

のことは、子どもと保育者の間保性に大きな影響を及ぼ

していると考えられる。同様に、保護者と保育者の関係

も築きやすく、保育者がひとりひとりの保護者に寄り添

うことができる。つまり、保護者が保育者に自分のこと

を理解してもらっていると感じることができるため、保

護者も保育者を信頼することができると考えられる。そ

のため、基本的に保謹者からの苦情は少ないが、一方で、

保育者が保護者に共感しすぎ、援助の方向性に悩むこと

もあるという。

密室化しがちであることがひとつの課題でもある家

庭的保育であるが、この家庭的保育室の場合、隣合った

保育室の保育者が部屋を行き来することができる。その

ため、他の部屋の子どもと保育者のかかわりを見ること

ができるとともに、保育者が他の保育者に自分の悩みを

相談することもでき、保育者同士が連携して保育を行う

ことが可能になっている。寸

@考察

実施保育園の家庭的保育事業の大きな特色は、 4つの

保育室が閉じマンションの同じ階に隣り合っているとい

うこと、また積りの2つの保育室も実施保育所もしくは

分聞から近い距離に位置していることである。これによ

り、各保育室が孤立せず、ゆるやかな組立性と保育者聞

の連携の両面を維持することが可能となっている。実際

に、保育者からは r:a:いに行き来が可能だし、相談が必

要なときにはいつでもできるという安心感がある」とい

う意見が聞かれた。

こうした保育室の立地条件については、地域の住宅事

情や家賃相場などの融しい制約のもと実施保育所の園長

らの努力によって現在の物件が使用できることになった

という経緯で、必ずしももともと意国的に選定されたわ

けではないが、結果的に保育者、子ども、そして保護者

それぞれにとって様々なメリットが得られることとなっ

た。保育室が隣り合っているということは特殊な状況で

はあるが、保育者・保育室間あるいは保育室と保育所の

連携の効果やその重要性を示唆する例と言えるだろう。
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(4)まとめ

保育所実施型の家庭的保育は、創設後5年が経過した

が実施する自治体は少ない状況にある。日本保育協会 11)

(2009)によると、保育所における家庭的保育事業の認知

度は 43.4弘であり、民営保育園 (46.9覧)が公営保育閏

(37.4%)より高かった。「詳しい内容を知りたしリは全体

の21.6'覧であった。

個人実施型の連携保育所を含み、「すでに実施」してい

るのは全体の1.聞にすぎず、「今後保育所実施型を検討

したい」、「今後個人実施型の連携保育所を検討したい」

はそれぞれ4.師と低く、むしろ「検討しなしリ (38.2則、

「わからないJ(46.1弘)と関心のなさが際立つ結果であっ

た。家庭的保育事業は市町村が実施する事業であるため、

保育所が関心を持っても市町村に導入の意思がなければ

できないということも影響していると考えられるが、い

ずれにせよ、保育所実施型の草庭的保育事業の認知や関

心は決して高いとは言えな"'0 
その理由のーっとして、保育所実施型の家庭的保育事

業(以下、保育所実施型)がどのようなものか、そのモデ

ルの握示や、また実施保育所でどのような利点、や課題を

感じているかが紹介されてこなかったことにも起因する

と考えられる。

今回の調査は保育所実施型の訪問実臨調査を通じて、

その実態の一端を把握するものとなると同時に、定義を

拡大しながら多様に展開されつつある家庭的保育事業の

今後を考えるうえでも役立っと考えられた。

事実、今回訪問した自治体は3か所であるが、それぞ

れが異なる形睡で保育所実撞型を展開していた。そのう

ち、導入後3年を迎える自拍体では 12法人が保育所実施

型を導入するなど、一定の普及度が困られていた。以下

では、従来より実施されている個人実施型の特徴との比

較をしながら、保育所実施型の利点と課題について検討

する。

今回調査した保育所実施型の形躍は、共同スペースを

持たずに3つに仕切られた空間で運営される形瞳、同室

の中に2ユニットが個別の保育室と共同スペースを持ち

運営される形龍、同じマンションに隣接する狙立した保

育室で運営される形態(ベランダで行き来が可)であった。

前者2か所は年齢別に構成され、実施保育所と同じ保育

方針で、全体のリーダーが明確にされた上での保育が行

われている。また、家庭的保育支援者や実撞保育所の関

与も大きく、保育所分園をさらに小規模化したものと捉

えることができる。 f走者の Iか所については、保育室が

完全に独立しているため、それぞれの保育室の運営が独

立し、それぞれの家庭的保育者は対等な関係にある。こ

ちらも実施保育所と保育方針は同じであり、家庭的保育

支援員や園長の関与は受けながらも、家庭的保育者同士

で行われる会議などもあり、家庭的保育者の狙自性は他

の形態の保育所実施型よりもあるように見受けられた。
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いずれの保育所実施型も、特定の保育者と子どもの間

保、保護者と保育者の関係がより密接になるという点で

保育所保育との相違点がうかがえた。一方で、保護者と

の関係においては、密接になりすぎことが関係を難しく

する側面もあることが指摘されている点は、個人実施型

にも共通することである。

実施保育所があることにより、常に相談したり・助言

を受ける存在がいることや全体的な責任を負わずに保育

に関わることができる点が、個人実施型の家庭的保育者

とは責任の重さという点で異なり、また保護者から見た

ときには、実施保育所と同じ方針で、実施保育所が関与

しながら行う保育という安心感があるものと考えられた。

さらには、給食やおやつが実施保育所と同じものが提供

されるという物理的な支援は、家庭的保育者や保護者の

負担、さらには家庭的保育が敬遠される要因の一つを軽

減するものであると考えられた。代替保育や延長保育、

土曜保育についても、必要であれば、家庭的保育支援員

や実施保育所のサポートが受けられることは家庭的保育

者の負担を軽揖していると考えられる。

とりわけ今回の聞き取り調査対象は主として施設長で

あるため、家庭的保育者がどのように感じながら保育に

あたっているかまでは聞けていないが、その保育の実践

における意識や負う責任の重さという点での個人実施型

の家庭的保育者との比較はできないが、同じ「家庭的保

育者」としても、かなり相違があると推察され、それは、

必要とされる研修内容の違いにもつながるものと考えら

れる。

次に、現在拡大的に広がりつつある家庭的保育事業、

すなわち今後展開されるであろうグループ型小揖模保育

との関連では、複数ユエy トが一つの保育室を共有する

場合も認可保育所との連携が十分に行われることや、ま

た保育室全体を統括し、責任を担うリーダーの配置がな

される重要性が示唆される。それらについては、今後の

課題として次年度以降の研究課題としたいと考える。
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表2 家庭的保育評価項目(基礎編)

家庭的保育評価チェツクシート

(基礎編)

このチェツクシートは、家庭的保育者が毎日保育を行う上で基礎となる内容が行われているかを評価するためのものです。毎

日の保育を握り返りながら、 A、B、Cのうちあてはまる項目lこOをつけてください。

A:できている

B:やっているが、改善が必要

C:できていない、または、やっていない

中には(子どもの年齢など)該当しない項目があるかもしれませんが、その時はチェックをする必要がありません。
‘ーーーーーーーーーーー--------胆開司'・ー"ーー・-------・・・・・・・・・・・・・・・・ーーーーーーーーーーーーーーーーー--------..-曹司明--~_._------------------~~--ーーーーーーーー-------------

I 保育理念 (3項目)

1.家庭的保育に関する規定や関係法令は、少なくとも一年に 1囲内容を確認し、

遵守している。

規定とは児童福祉法、省令、ガイドライン、自治体の要綱など

関係法令とは児童権利条約、児童虐待防止法など

2.子どもの人権に十分配慮し、子ども 1人ひとりの人格を尊重している。

3.保育理念と保育目標を「保育所保育指針j に基づき決めている。

E 子どもの発達揖助 (37項目)

1.日々の保育における具体的なかかわりと援助

一保育内容との関連及び養護と教育の一体的展開- 15項目

①個々の食事や睡眠などの欲求に応えて、心地よく過ごせるようにしている。

@子どもの表情や発声などにタイミングよく、応答的に対応している。

@家庭と連携を取りながら、食べることへの意棋を持てるようにしている。

@一人ひとりの子どもとの信頼関係を築こうとしている。

@子どもの言葉にならない気持ちゃ思いを受け止め、共感的にかかわっている。

@自分でしょうとする気持ちを大切にし、衣服の着脱への意欲が持てるように

援助を行っている。

⑦子どもの挑戦する気持ちゃ興味・関心を大切にして、様々な遊びを体験でき

るように配慮している。

@保育者や友だちと一緒に生活したり、遊んだりすることの楽しさや心地よさ

を感じられるように配車している。

@友だちとのかかわりを仲介したり、様々な人と触れあう機会を設けている。

⑩散歩や戸外での活動を通して、動物や植物と直接触れあう遊びを取り入れて

し、る。

@興味・関心が持てるような様々な遊具や玩具が用意されており、子どもが自分

から遊べるような工夫がしである。

⑫子どもの興味や関心lこ合わせて、子どもたちが自分で手に取れる場所に絵本

などを用意している。

⑮子どもの気持ちを代弁したり、次にすることを言葉に出して語りかけたりし

ている。

@様々な素材や用具に親しんだり、感動や尭見ができる活動の工夫をしている。

⑮子どもと一緒に歌ったり、手遊びをしたり、リズムに合わせて動いたりする

活動を行っている。
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2.保育の計画及び評価

①それぞれの年齢に合った指導計画を作成している。

@年齢差が大きい場合は、個々の発達や興味・関心に応じた遊びが十分にできる

ように環境構成や時間配分を行っている。

③子どもが主体的に遊びにとりくめる環境を準備している。

④保育の中で用いる素材や材料などについて研究し、子どもに適したものを準備

している。

⑤その日の保育を振り返り、内容やかかわりなどの記鋸を行っている(1目、一

週間など)。

@振り返りを通しての気づきを、次の目、次の週の計画に生かしている。

3.健康と安全

(1)子どもの健康支援

①子どもの様子をよく観察し、健康状態を定期的、継続的に把握しているo

@体温・睡眠時間・授乳の時間等、必要事項について毎回家庭と情報を共有して

いる。

③感染症やその他の疾病について基礎的な知識を持ち、自治体からの通知等をふ

まえた対応マニュアルを備えている。

④感染症が発生した際は、口頭及び文書や掲示板等で全ての保護者に状マ況を伝え

ている。

⑤子と、もの健康状況について、医療機関などに相談や連携ができる体制がとられ

ている。

@子どものアレルギーに聞して、あらかじめ保護者から十分な聞き取りを行い、

情報を共有している。

(2)環境・衛生・安全の管理

①採光・換気・温度・温度など、子どもが心地よく過ごすことのできる環境を整

備している。

②子どもが眠っているとき、 SIDS(乳幼児突然死症候群)を防止するための具体的な

取り組みを行っている。

@子どもが直接触れる食器、寝具、遊具などは定期的に消毒や乾燥を行っている。

④安全チェックリストの作成等、事故防止に向けた取り組みを行っている。

⑤家具や遊具等の安全点検を定期的に実施している。

@救急用品や消火器等、非常時に必要な備品はすぐに便用できるよう用意されて

いる。

⑦火災や地震の発生を想定した防災計画がある。

@出入り口の管理、防犯体制のチェックなど、不審者の進入を防ぐ対策を行って

いる。

@緊急時の避難訓練を定期的に実施し、その記揖を保存している。

⑮緊急時の通報先や保護者への緊急連絡先をすぐに確認できるよう準備してい

る。

111.保護者に対する支援 (9項目)

1.保護者との信頼関係および協力関保づくり

①子どもの発達を保護者と協力して支えるよう'L'がけている。

②保育方針や保育内容を保護者に口頭や保育室だよりなと、で伝えている。

@保護者の蓋育方針や思いに耳を懐け、話し合うようにしている。
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④送迎時の会話や連結帳などを通して、子どもの様子について情報を共有してい

る。

⑤保護者の子育ての悩みや相談に対し、倫理観に裏付けられた専門的知識・技術

を用いて対応できるよう心がけている。

2.子育て・子育て支援に関する情報の収集および提供

①子育てや子育て支援に関して保護者に提供できる情報を収集している。

②子ども虐待について、保護者に知識や関係機関についての情報を提供できる

ょう心がけている。

3.子どもと保護者のプライバシーについて

①子どもとその家庭に関する書類は厳重に管理している。

②子どもとその家庭について知り得た情報は、正当な理由がない限り外に漏らさ

ないようにしている。

IV.保育を支える組織的基盤 (19項目)

1 研修の受講や専門性向上の努力について

①専門性向上のために、現任研修に参加している。

②保育に関する情報収集や参考書の入手など自己研損している。

@(保育士資格を保有しない場合)保育士資格取得を目指して勉強している。

④家庭的保育者の団体やネットワークに参加し、交流や情報交換をしている。

2.保育と家庭のバランス

①家庭で保育することに対して、家族の理解と協力を得ている。

②家族のために必要なときに休暇が取れる。

3.支援体制づくり

①自治体等の巡回指導や相談の機会を積極的に活用している。

②連携保育所等を積極的に活用している。

@保健所や児童相談所など相談内容に応じた関係機闘を把握している。

④保育所、児童館、図書館、公固など地域の資源を活用している。

⑤病気や用事で保育がで‘きない時には代替保育の制度を利用する。

@保育の補助者や協力者といっしょに保育している。

⑦自治体に対して支援体制の充実を働きかけている。

4.保育者の健康維持管理

①健康診断は年 l回している。

②日常的に体調管理に気をつけている。

③精神衛生上ストレスをためないように気をつけている。

5.保育の運営管理

①保育関係費と家計費を明確に分けて把握している。

②出納帳等必要な経理書類を整えて財務管理を適切に行っている。

③賠償責任保険や傷害保険等、万ーのために保険に加入している。

④近隣から家庭的保育についての理解と協力を得られるよう気を回っている。
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AIBIC 

① 

② 

AIBIC 

①
一
②
一
③
一
④

AIBIC 

L
F

ト

ト

ド

ド

①
一
②
一
③
一
④
一
⑤
一
⑤
一
⑦

A1BI C 

①
一
②
一
③

AIBIC 

①
一
②
一
③
一
④




